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又
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第

十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り

次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の

二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第

十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
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生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第

十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り

次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
医
療
機
関
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十

五
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る

法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
の
規

定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
四
日 

さ

と

う

整

形

外

科 

く

お

ん

歯

科

医

院 

さ

く

ら

歯

科

医

院 

高
山
市
国
民
健
康
保
険 

日
和
田
出
張
診
療
所 

大

久

保

医

院 

ヒ
ロ
ミ
薬
局 

広
見
店 

山
本
薬
局 

桜
ヶ
丘
店 

名 
 
 
 
 
 
 

称 

佐 

藤 

真 

司 

浅 

野 
英 
成 

土 
田 

正 

道 

高

山

市

長 
高 

橋 

治 

樹 

株
式
会
社 

ス
リ 

ー
エ
ム 

山 

本 

文 

子 

開 
 

設 
 

者 

羽
島
郡
笠
松
町
田
代
五
〇
一 

各
務
原
市
那
加
野
畑
町
一
― 

一
三
二 

郡
上
市
大
和
町
徳
永
字
ノ
ゾ 

エ
一
八
四
―
一 

高
山
市
高
根
町
日
和
田
一
一 

八
〇 

揖
斐
郡
大
野
町
黒
野
七
三
四 

―
五 

可
児
市
広
見
一
五
六
二
―
一 

可
児
市
桜
ヶ
丘
六
―
七
四 

所

在

地 

平
成
二
二
・ 

五
・
二
一 

同 同 同 同 同 同 指

定

年

月

日 

さ
と
う
整
形
外
科 

山
本
薬
局
桜
ケ
丘
店 

シ
ン
コ
ー
薬
局 

広
見
店 

林
医
院 

ユ
タ
カ
調
剤
薬
局
五
町 

高
山
市
国
民
健
康
保
険
荘

川
診
療
所 

ひ
だ
薬
局 

若
宮
店 

岐
阜
県
立
下
呂
温
泉
病
院 

岐
阜
県
立
多
治
見
病
院 

守
田
ク
リ
ニ
ッ
ク 

さ
く
ら
薬
局
海
津
店 
 

フ
ジ
サ
ワ
薬
局
西
友
店 

佐 

藤 

真 

司 

山 

本 

文 

六 

株
式
会
社 

ス
リ 

ー
エ
ム 

林 
 
 
 
 

修 

株
式
会
社 

ユ
タ 

カ
フ
ァ
ー
マ
シ
ー 

高

山

市

長 

有
限
会
社 

ひ
だ 

薬
局 

岐

阜

県

知

事 

岐

阜

県

知

事 

守 

田 

耕
太
郎 

ク
ラ
フ
ト
薬
局
株 

式
会
社 

限
会
社 

羽
島
郡
笠
松
町
田
代
八
一
五 

可
児
市
桜
ケ
丘
六
―
七
四
西 

友
桜
ケ
丘
店
内 

可
児
市
広
見
一
五
七
〇
―
二 

可
児
市
帷
子
新
町
三
―
二 

郡
上
市
八
幡
町
五
町
三
―
一 

―
二
五 

高
山
市
荘
川
町
新
渕
三
六
八 

―
一 

飛 

市
古
川
町
若
宮
一
―
七 

―
三
六 

下
呂
市
幸
田
一
一
六
二 

多
治
見
市
前
畑
町
五
―
一
六 

一 大
垣
市
林
町
四
―
五
七
―
一 

海
津
市
海
津
町
福
江
六
五
六 

―
一 

五 

平
成
二
二
・ 

五
・
二
〇 

同 同 平
成
二
二
・ 

四
・
三
〇 

平
成
二
二
・ 

四
・
二
五 

平
成
二
二
・ 

四
・
一
五 

平
成
二
二
・ 

四
・
一
一 

同 同 同 同 同 

岐
阜
県
立
多
治
見
病
院 

守
田
ク
リ
ニ
ッ
ク 

さ
く
ら
薬
局
海
津
店 

フ
ジ
サ
ワ
薬
局
西
友
店 

わ
だ
内
科
外
科
ク
リ
ニ
ッ

ク 名 
 
 
 
 
 
 

称 

岐
阜
県
知
事 

守 

田 

耕
太
郎 

ク
ラ
フ
ト
薬
局
株 

式
会
社 

フ
ジ
サ
ワ
薬
局
有 

限
会
社 

和 

田 

喜
美
夫 

開 
 

設 
 

者 

多
治
見
市
前
畑
町
五
―
一
六 

一 大
垣
市
林
町
四
―
五
七
―
一 

海
津
市
海
津
町
福
江
六
五
六 

―
一 

多
治
見
市
上
山
町
一
―
一
七 

五 瑞
浪
市
山
田
町
字
大
坪
六
七 

一
番
地
一
一 

所

在

地 

同 同 同 同 平
成
二
二
・ 

三
・
三
一 

廃

止

年

月

日 
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岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

岐
阜
県
告
示
第
六
百
十
号 

 

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
森
林
を
保
安
林
に
指
定
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
で
準
用
す
る
同
法
第
三
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
四
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

保
安
林
の
所
在
場
所 

 
 

加
茂
郡
東
白
川
村
五
加
字
永
畑
新
田
一
三
九
四
、
一
三
九
五
、
一
三
九
七 

二 

指
定
の
目
的 

 
 

落
石
の
危
険
の
防
止 

三 

指
定
施
業
要
件 

 

㈠ 

立
木
の
伐
採
の
方
法 

 
 

１ 

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

 
 

２ 

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

 
 

３ 

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

㈡ 

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種 

 
 
 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
可
茂
農
林
事
務
所
及
び
東
白
川
村
役

場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。） 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

岐
阜
県
告
示
第
六
百
十
一
号 

 

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
四
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

 
 

飛 

市
宮
川
町
打
保
字
ナ
リ
テ
山
九
八
五
の
一
二
〇
か
ら
九
八
五
の
一
二
三
ま
で 

二 

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

 
 

な
だ
れ
の
危
険
の
防
止 

三 

解
除
の
理
由 

 
 

道
路
用
地
と
す
る
た
め 

     
 
 
 
 
 

公 
 
 
 

示 

 
 

○
平
成
二
十
一
年
度
の
決
算
に
基
づ
く
健
全
化
判
断
比
率
及
び
資
金
不
足
比
率
の
概
要 

 

地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
九
十
四
号
）
第
三
条
第
四

項
（
同
法
第
二
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、

同
法
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
県
内
市
町
村
の
平
成
二
十
一
年
度
の
決
算
に
基
づ
く
健
全
化
判
断

比
率
及
び
資
金
不
足
比
率
に
係
る
報
告
を
取
り
ま
と
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の

概
要
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
四
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

旧 

多
治
見
市
民
病
院 

新 

社
会
医
療
法
人
厚 

 
 

生
会
多
治
見
市
民 

病
院 

名 
 
 
 
 
 
 

称 

多

治

見

市

長 

開 
 

設 
 

者 

多
治
見
市
前
畑
三
―
四
三 

所

在

地 

平
成
二
二
・ 

四
・ 

一 

変

更

年

月

日 

 

平
成

21
年
度
の
決
算
に
基
づ
く
健
全
化
判
断
比
率
及
び
資
金
不
足
比
率
の
概
要
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―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
市
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
の
適
当
の
決
定 

 

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
下
呂
市
営
土
地
改
良
事
業
十
八
相
地
区
の
換
地
計
画
を
適

 垂
井

町
 

養
老

町
 

笠
松

町
 

岐
南

町
 

海
津

市
 

下
呂

市
 

郡
上

市
 

本
巣

市
 

飛
騨

市
 

瑞
穂

市
 

山
県

市
 

可
児

市
 

各
務

原
市

 
土

岐
市

 

美
濃

加
茂

市
 

恵
那

市
 

羽
島

市
 

瑞
浪

市
 

美
濃

市
 

中
津

川
市

 

関
市

 

多
治

見
市

 
高

山
市

 

大
垣

市
 

岐
阜

市
 

市
町
村
名

 

 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

実
質
赤
字
比
率

 

 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

連
結

実
質

赤
字

比
率

 

 

13.1
 

7.4
 

8.0
 

11.4
 

12.9
 

13.2
 

21.7
 

8.8
 

15.3
 

4.1
 

17.4
 

7.4
 

2.6
 

12.0
 

12.8
 

13.2
 

15.6
 

7.8
 

14.9
 

15.8
 

11.7
 

3.9
 

12.0
 

7.1
 

7.3
 

実
質

公
債

費
比

率
 

 

56.0
 

97.1
 

77.8
 

―
 

96.8
 

90.1
 

156.9 

34.3
 

106.2 

―
 

134.1 

―
 

―
 

0.4
 

70.4
 

93.6
 

78.4
 

37.3
 

121.2 

118.9 

45.6
 

―
 

8.4
 

72.5
 

37.1
 

将
来
負
担
比
率

 

白
川

村
 

御
嵩

町
 

東
白

川
村

 

白
川

町
 

八
百

津
町

 
七

宗
町

 

川
辺

町
 

富
加

町
 

坂
祝

町
 

北
方

町
 

池
田

町
 

大
野

町
 

揖
斐

川
町

 

安
八

町
 

輪
之

内
町

 

神
戸

町
 

関
ケ

原
町

 
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
  

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
  

17.9
 

13.1
 

16.7
 

13.1
 

12.7
 

13.1
 

11.8
 

13.3
 

11.9
 

14.1
 

13.0
 

5.8
 

12.1
 

13.3
 

8.3
 

8.8
 

15.0
  

―
 

107.9 

73.3
 

52.8
 

51.2
 

48.1
 

65.8
 

34.2
 

―
 

37.6
 

86.4
 

―
 

11.3
 

109.5 

61.6
 

63.1
 

137.2  
 

 

 
 

 
実
質

赤
字

額
及
び

連
結
実
質

赤
字

額
が

な
い

場
合
並

び
に
将
来

負
担
比

率
が
算

出
さ
れ

な
い

場
合
（
地
方
債
現
在
高
な
ど
の
将
来
負
担
よ
り
基
金
な
ど
の
充
当
可
能
財
源
が
多
い
場
合
）
は
、

「
－
」
と
表
記
し
て
い
る
。

 
２
 
資
金
不
足
比
率

 
 

 
県

内
の

市
町

村
及
び

一
部
事
務

組
合

の
全

公
営

企
業
会

計
に
お
い

て
、
資

金
不
足

額
は
な

い
た

め
、
算
出
さ
れ
る
資
金
不
足
比
率
は
な
い
。

 

１
 
健
全
化
判
断
比
率
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
単
位
：
％
）
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当
と
決
定
し
た
の
で
、
同
法
第
九
十
六
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
二
条
の
二
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
次
の
と
お
り
換
地
計
画
書
の
写
し
を

縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
四
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
四
日
か
ら 

 
 

同 

二
十
三
年
一
月
十
九
日
ま
で 

二 

縦
覧
場
所 

 
 

萩
原
庁
舎
前
掲
示
場 ―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
市
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分 

 

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
五
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
白
川
村
営
土
地
改
良
事
業
小
白
川
小
野
地
区
の
換
地
処
分
を
平

成
二
十
二
年
九
月
十
三
日
に
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
九
十
六
条
の
四
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
四
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
建
設
業
法
に
基
づ
く
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し 

 

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
（
廃
業
等
）
の
規
定
に
基

づ
き
、
次
の
と
お
り
建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
四
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              

 

平
成
二
十 

二
年
八
月 

三
十
日 

平
成
二
十 

二
年
八
月 

三
十
日 

平
成
二
十 

二
年
八
月 

三
十
日 

平
成
二
十 

二
年
八
月 

二
十
六
日 

平
成
二
十 

二
年
八
月 

二
十
五
日 

平
成
二
十 

二
年
八
月 

二
十
五
日 

平
成
二
十 

二
年
八
月 

十
九
日 

平
成
二
十 

二
年
八
月 

十
八
日 

平
成
二
十 

二
年
八
月 

十
六
日 

 

平
成
二
十 

二
年
八
月 

十
六
日 

平
成
二
十 

二
年
八
月 

十
三
日 

平
成
二
十 

二
年
七
月 

十
五
日 

平
成
二
十 

二
年
六
月 

十
五
日 

平
成
二
十 

二
年
六
月 

十
日 

日 

 

コ
ア
ー
ズ
・

ジ
ャ
パ
ン 

泰
生
ハ
ウ 

ジ
ン
グ
有 

限
会
社 

藤
建 

Ｋ
Ｉ
Ｍ
Ｕ 

Ｒ
Ａ 

株
式
会
社 

美
濃
建
設 

草
野
鉄
工 

株
式
会
社 

長
尾
土
建 

株
式
会
社 

長
尾
土
建 

株
式
会
社 

丸
國
服
部 

株
式
会
社 

大
協
建
設 

有
限
会
社 

下
形
設
備 

株
式
会
社 

丸
栄
建
設 

有
限
会
社 

小
林
工
務 

店 垣
見
製
材 

所 名
称 

 
植
田
恵 

代
表
取
締 

役 

吉
川 

香
代
子 

藤
井
佳
夫 

木
村
栄
二 

代
表
取
締

役 

臼
井

好
美 

草
野
武
徳 

代
表
取
締 

役 

辻
俊 

範 代
表
取
締 

役 

辻
俊 

範 代
表
取
締 

役 

服
部 

政
子 

代
表
取
締 

役 

吉
村 

和
晃 

代
表
取
締 

役 

下
形 

憲
宜 

代
表
取
締 

役 

井
上 

春
美 

代
表
取
締 

役 

小
林 

信
安 

垣
見
洋
一 

氏
名 

 

大
垣
市
和
合
本 

町
一
丁
目
三
一 

一
番
地
一 

大
垣
市
新
田
町 

二
―
一
〇
〇
― 

一 下
呂
市
萩
原
町 

尾
﨑
九
五
八
番 

地
四
三
九 

岐
阜
市
上
土
居 

一
―
一
一
―
二 

三 大
垣
市
榎
戸
町 

一
丁
目
三
八
八 

番
地
の
一 

揖
斐
郡
大
野
町 

五
之
里
八
二
一 

―
一 

加
茂
郡
七
宗
町 

神
渕
一
九
二
九 

番
地
の
二 

加
茂
郡
七
宗
町 

神
渕
一
九
二
九 

番
地
の
二 

岐
阜
市
本
郷
町 

二
丁
目
一
九
番 

地 岐
阜
市
祈
年
町 

一
〇
―
四
五 

高
山
市
国
府
町 

村
山
四
五
〇
番 

地 郡
上
市
白
鳥
町 

向
小
駄
良
六
二 

九
番
地
の
三 

郡
上
市
八
幡
町 

有
坂
五
八
三
― 

一 郡
上
市
白
鳥
町 

大
島
一
三
五
六 

―
三 

 

の
所
在
地 

 

般
十
七
―
二 

〇
〇
五
九
〇 

般
十
八
―
一 

二
六
六
二 

般
十
七
―
八 

〇
〇
一
二
七 

般
十
九
―
一 

〇
一
八
四
〇 

般
二
十
二
― 

二
三
二 

般
十
七
―
五 

五
〇
一 

般
二
十
二
― 

二
四
二 

特
十
七
―
二 

四
二 

般
十
八
―
一 

〇
一
六
三
二 

般
十
七
―
三 

六 特
十
七
―
一 

二
〇
九
二 

特
十
八
―
九 

八
三
八 

般
十
七
―
一 

六
八
九
〇 

般
十
八
―
四 

五
〇
〇
〇
五 

許

可

番

号 

 

と
び
・
土
工
工
事
業 

建
築
工
事
業 

建
築
及
び
大
工
工
事 

業 建
築
工
事
業 

管
工
事
業 

建
築
工
事
業 

管
工
事
業 

土
木
、
と
び
・
土
工
、

ほ
装
及
び
水
道
施
設 

工
事
業 

建
築
、
大
工
、
屋
根
、

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・ 

ブ
ロ
ッ
ク
、
鋼
構
造 

物
及
び
内
装
仕
上
工 

事
業 

建
築
工
事
業 

土
木
、
管
及
び
水
道 

施
設
工
事
業 

建
築
工
事
業 

大
工
及
び
と
び
・
土 

工
工
事
業 

建
築
工
事
業 

取
り
消
し
た
工
事
業 

 

平
成
二
十 

二
年
六
月

十
日 

取
消
年
月 

日 

 

垣
見
製
材 

所 商
号
又
は 

名
称 

 

垣
見
洋
一 

代
表
者
の 

氏
名 

 

郡
上
市
白
鳥
町 

大
島
一
三
五
六 

―
三 

主
た
る
営
業
所 

の
所
在
地 

 

般
十
八
―
四 

五
〇
〇
〇
五 

許

可

番

号 

 

建
築
工
事
業 

取
り
消
し
た
工
事
業 
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平
成
二
十 

二
年
九
月 

二
十
四
日 

平
成
二
十 

二
年
九
月 

二
十
二
日 

平
成
二
十 

二
年
九
月 

十
五
日 

平
成
二
十 

二
年
九
月 

十
四
日 

平
成
二
十 

二
年
九
月 

十
四
日 

平
成
二
十 

二
年
九
月 

十
日 

平
成
二
十 

二
年
九
月 

十
日 

平
成
二
十 

二
年
九
月 

九
日 

平
成
二
十 

二
年
九
月 

八
日 

平
成
二
十 

二
年
九
月 

六
日 

平
成
二
十 

二
年
九
月 

六
日 

平
成
二
十 

二
年
九
月 

三
日 

平
成
二
十 

二
年
九
月 

二
日 

平
成
二
十 

二
年
八
月 

三
十
一
日 

取
消
年
月

日 

 

山
口
工
務 

店 株
式
会
社 

加
藤
組 

宝
興
建
設 

株
式
会
社 

株
式
会
社 

山
田
溶
接 

工
業 

ウ
イ
ニ
ン 

グ
ホ
ー
ム 

金
山
建
設 

株
式
会
社 

有
限
会
社 

北
方
電
気 

株
式
会
社 

森
田
組 

有
限
会
社 

平
木
優
吉 

鉄
骨
工
業 

有
限
会
社 

Ｓ
・
Ａ
ス 

ト
ン
ア
ク 

セ
ス 

有
限
会
社 

サ
ン
ラ
イ 

ズ 有
限
会
社 

丸
武
建
設 

株
式
会
社 

丸
栄
辻
工 

務
店 

有
限
会
社 

萩
原
設
備 

商
号
又
は 

名
称 

 

山
口
俊
也 

代
表
取
締 

役 

加
藤 

富
治 

代
表
取
締 

役 

上
北 

一
久 

代
表
取
締 

役 

山
田 

隆
夫 

加
藤
一
朗 

代
表
取
締 

役 

大
脇 

好
展 

代
表
取
締 

役 

近
藤 

斌 代
表
取
締 

役 

森
田 

守
男 

代
表
取
締 

役 

平
木 

優
考 

代
表
取
締 

役 

林
洋 

一 代
表
取
締 

役 
馬
渕 

美
由
紀 

代
表
取
締 

役 

青
山 

武
一 

代
表
取
締 

役 

辻
な 

お
み 

代
表
取
締 

役 

青
木 

次
美 

代
表
者
の 

氏
名 

 

山
県
市
中
洞
二 

二
八 

下
呂
市
金
山
町 

菅
田
桐
洞
二
八 

九
七
三
番
地 

高
山
市
上
宝
町 

在
家
一
五
三
八 

山
県
市
岩
佐
二 

七
八
番
地
の
三 

羽
島
郡
岐
南
町 

平
島
四
丁
目
二 

三
番
地
の
一 

下
呂
市
金
山
町 

大
船
渡
六
六
三 

番
地
八 

本
巣
郡
北
方
町 

北
方
四
一
の
一 

番
地 

揖
斐
郡
揖
斐
川 

町
三
輪
二
七
四 

四
―
二
六 

岐
阜
市
粟
野
西 

三
丁
目
七
七
番 

地
の
九 

揖
斐
郡
揖
斐
川 

町
脛
永
四
六
七 

番
地
の
一
〇 

揖
斐
郡
大
野
町 

大
字
稲
畑
二
〇 

三
番
地
の
一 

岐
阜
市
蔵
前
四 

丁
目
二
番
五
号 

岐
阜
市
八
代
一 

丁
目
一
〇
番
三 

号 下
呂
市
萩
原
町 

羽
根
二
六
三
八 

番
地
の
一 

主
た
る
営
業
所 

の
所
在
地 

 

般
十
七
―
一 

〇
〇
七
五
五 

特
十
八
―
五 

二
五
三 

般
十
九
―
一 

五
四
六 

般
十
九
―
一 

四
六
六
三 

般
二
十
―
一

〇
一
二
四
三 

般
・
特
十
八 

―
六
七
九 

般
二
十
一
― 

一
〇
〇
六
三 

二 般
十
九
・
二 

十
―
二
一
三 

四 般
十
七
―
一 

三
七
四
六 

般
二
十
―
三 

〇
〇
一
九
四 

般
十
九
―
一 

一
五
一
二 

般
十
八
―
一 

四
二
三
九 

般
十
九
―
三 

三
六
八 

般
十
九
―
八 

〇
〇
〇
二
七 

許

可

番

号 

 

建
築
工
事
業 

土
木
、
と
び
・
土
工 

及
び
ほ
装
工
事
業 

管
工
事
業 

建
築
及
び
鋼
構
造
物 

工
事
業 

建
築
及
び
屋
根
工
事 

業 土
木
、
と
び
・
土
工
、 

管
、
ほ
装
及
び
水
道 

施
設
工
事
業 

電
気
工
事
業 

土
木
、
建
築
、
と
び
・ 

土
工
、
鋼
構
造
物
、 

ほ
装
、
し
ゅ
ん
せ
つ
、

造
園
及
び
水
道
施
設 

工
事
業 

建
築
工
事
業 

石
工
事
業 

土
木
、
と
び
・
土
工 

及
び
ほ
装
工
事
業 

土
木
及
び
と
び
・
土 

工
工
事
業 

土
木
、
と
び
・
土
工 

及
び
ほ
装
工
事
業 

土
木
、
と
び
・
土
工
、 

管
及
び
水
道
施
設
工 

事
業 

取
り
消
し
た
工
事
業 

 

平
成
二
十 

二
年
十
月 

十
三
日 

平
成
二
十 

二
年
十
月 

八
日 

平
成
二
十 

二
年
十
月 

七
日 

平
成
二
十 

二
年
十
月 

六
日 

平
成
二
十 

二
年
十
月 

六
日 

平
成
二
十 

二
年
十
月 

五
日 

平
成
二
十 

二
年
十
月 

五
日 

平
成
二
十 

二
年
九
月 

三
十
日 

平
成
二
十 

二
年
九
月 

二
十
九
日 

平
成
二
十 

二
年
九
月 

二
十
九
日 

平
成
二
十 

二
年
九
月 

二
十
八
日 

平
成
二
十 

二
年
九
月 

二
十
七
日 

平
成
二
十 

二
年
九
月 

二
十
四
日 

平
成
二
十 

二
年
九
月 

二
十
四
日 

 

有
限
会
社 

山
本
組 

株
式
会
社 

二
葉
工
業 

所 井
納
木
材 

株
式
会
社 

株
式
会
社 

マ
ツ
ダ 

ヤ
ブ
カ
ワ 

工
業
株
式 

会
社 

有
限
会
社 

本
多
建
設 

長
屋
鉄
工 

所 有
限
会
社 

渋
谷
ボ
ー 

リ
ン
グ 

株
式
会
社 

中
部
営
繕 

株
式
会
社 

ケ
イ
エ
ス 

ケ
イ 

株
式
会
社 

太
信 

松
本
建
設 

株
式
会
社 

有
限
会
社 

に
び
し
商 

会 山
口
工
務 

店 

 
代
表
取
締 

役 

原
田 

義
浩 

代
表
取
締 

役 

長
谷 

部
紀
之 

代
表
取
締 

役 

井
納 

英
昭 

代
表
取
締 

役 

松
田 

和
彦 

代
表
取
締 

役 

村
北 

弘 代
表
取
締 

役 

本
多 

孝
之 

長
屋
七
十 

美 代
表
取
締 

役 

渋
谷 

清
四
郎 

代
表
取
締 

役 

森
島 

三
恵
子 

代
表
取
締 

役 

山
田 

元 代
表
取
締 

役 

大
野 

誠
信 

代
表
取
締 

役 

松
本 

成
俊 

代
表
取
締 

役 

増
田 

吉
生 

山
口
俊
也 

 

飛 

市
神
岡
町 

殿
一
二
二
一
番 

地
九 

岐
阜
市
石
切
町 

三
七
番
地 

本
巣
市
文
殊
六 

七
八
番
地
の
一 

大
垣
市
墨
俣
町 

上
宿
七
二
二
― 

一 大
垣
市
赤
花
町 

二
丁
目
一
一
三 

番
地
の
五 

美
濃
加
茂
市
古 

井
町
下
古
井
二 

五
五
四
番
地 

岐
阜
市
下
西
郷 

一
―
二
二 

高
山
市
奥
飛
騨 

温
泉
郷
栃
尾
九 

四
四
―
二 

岐
阜
市
清
七
〇 

七
番
地
一 

郡
上
市
美
並
町 

白
山
四
一
二
― 

四 大
野
郡
白
川
村 

大
字
保
木
脇
二 

一
一
番
地
の
六 

高
山
市
山
田
町 

一
五
四
三
番
地 

の
二 

揖
斐
郡
揖
斐
川 

町
小
野
二
六
四 

―
一 

山
県
市
中
洞
二 

二
八 

 

般
十
八
―
一 

二
五
七
六 

般
二
十
―
一 

九
五
六 

般
十
九
―
一 

〇
一
九
四
〇 

般
十
七
―
二 

〇
〇
二
九
〇 

般
・
特
二
十 

一
―
六
二
五 

二 特
十
七
―
一 

〇
六
七
一 

般
十
九
―
一 

〇
一
一
四
五 

般
十
七
―
一 

五
五
四
八 

般
十
九
―
九 

八
四
三 

般
二
十
一
― 

四
五
〇
〇
三 

一 般
十
七
―
一 

二
二
五
一 

特
十
七
―
九 

四
五
六 

 

般
二
十
―
一 

〇
一
二
八
二 

般
十
七
―
一 

〇
〇
七
五
五 

 

管
及
び
造
園
工
事
業 

電
気
工
事
業 

造
園
工
事
業 

板
金
及
び
建
具
工
事 

業 土
木
、
と
び
・
土
工
、 

管
、
ほ
装
及
び
水
道 

施
設
工
事
業 

土
木
、
建
築
、
と
び
・ 

土
工
、
管
、
ほ
装
、 

造
園
及
び
水
道
施
設 

工
事
業 

建
築
及
び
鋼
構
造
物

工
事
業 

さ
く
井
工
事
業 

建
築
、
大
工
、
屋
根
、 

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・ 

ブ
ロ
ッ
ク
、
鋼
構
造 

物
及
び
内
装
仕
上
工 

事
業 

塗
装
及
び
造
園
工
事

業 造
園
工
事
業 

土
木
、
と
び
・
土
工

及
び
水
道
施
設
工
事

業 管
工
事
業 

建
築
工
事
業 
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岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号 
 
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
四
日
発
行 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

発 

行 

者 
 
 

岐 
 
 
 
 

阜 
 
 
 
 

県 
 
 
 
 
 
 
 
 

編 
 

集 
 
 

各
務
原
市
テ
ク
ノ
プ
ラ
ザ
一
―
一 

 

ブ
イ
・
ア
ー
ル
・
テ
ク
ノ
セ
ン
タ
ー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

発 

行 

所 
 
 

岐 
 
 

阜 
 
 

県 
 
 

庁 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
認
定
教
育
実
施
者
の
代
表
者
の
変
更 

 

運
転
免
許
取
得
者
教
育
の
認
定
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号
）
第

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
教
育
実
施
者
の
代
表
者
の
氏
名
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
変
更
に
係
る
事
項
を
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
四
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
公
安
委
員
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

委
員
長 
水 

 

谷 
 

邦 
 

照 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

  
平
成
二
十 

二
年
十
月 

二
十
六
日 

平
成
二
十 

二
年
十
月 

二
十
六
日 

平
成
二
十 

二
年
十
月 

二
十
一
日 

平
成
二
十 

二
年
十
月 

十
三
日 

有
限
会
社 

三
貴
工
業 

中
川
製
材 

所 株
式
会
社 

エ
ヌ 

イ 

ー 

ピ
ィ 

有
限
会
社 

山
本
組 

代
表
取
締 

役 

大
平 

悌
三 

中
川
泰
一 

代
表
取
締 

役 

西
浦 

保
治
郎 

代
表
取
締 

役 

原
田 

義
浩 

大
垣
市
北
切
石 

町
二
丁
目
六
七 

番
地 

不
破
郡
垂
井
町 

岩
手
五
六
六
― 

二 岐
阜
市
萱
場
南 

一
丁
目
一
一
番 

一
七
号 

飛
騨
市
神
岡
町 

殿
一
二
二
一
番 

地
九 

般
十
八
―
二 

二
七 

般
二
十
一
― 

二
〇
〇
七
九 

九 般
二
十
二
― 

一
五
三
三
四 

般
十
八
―
一 

二
五
七
六 

土
木
及
び
建
築
工
事 

業 建
築
工
事
業 

大
工
、
屋
根
、
タ
イ 

ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ 

ッ
ク
及
び
内
装
仕
上 

工
事
業 

管
及
び
造
園
工
事
業 

 

株
式
会
社
大
垣
自
動
車
学 

校 株
式
会
社
土
岐
自
動
車
学 

校 認
定
教
育
実
施
者
の
名
称 

 

代
表
者
の
氏
名 

 

変

更

事

項 

岡
田
昭
三 

 

岡
田
昭
三 

 

変

更

前 

岡
田
正
昭 

 

岡
田
正
昭 

 

変

更

後 

 


